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　※　申し合わせ事項に留意する。 

 質　問　事　項 
 

№　１－１　

中学校部活動の廃部問題について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

　４月下旬に市内の中学校がテレビ報道されました。現在ある 17 部活動のう

ち、愛知県総合体育大会以降に、10 部活動が活動停止になるという内容で

す。教職員の異動や教職員の家庭の事情により、顧問を引き受ける教職員が

減少したことが原因ということです。 
　３年生は、夏の大会まで活動できますが、２年生は、今まで入っていた部

活動は、どうなるのでしょうか。新１年生は、入る部活動が極端に少ない状

況にあり、文化部は、吹奏楽部しかありません。他の中学校でも同様のこと

が起こっているのでしょうか。 
　また、この廃部問題は、９月に休日部活動が廃止され、地域クラブ活動が

開始される「部活動の地域展開」の影響も受けていると考えられます。 
そこで、以下の７項目について答弁を求めます。 
 

（１）　部活動の廃部状況について 
９月以降、廃部になる部活動について、学校ごとにその種類を伺いま

す。 
 

（２）　廃部後の対応について 
９月以降、部が廃部になることで、子どもたちは、とても悲しんでい

ます。残された２年生が卒業するまで、部活動を継続できないか伺いま

す。 
 

（３）　平日部活動がなくなる影響について 
廃部によって、平日部活動がなくなっていきます。平日部活動がなく

なることによる子どもたちへの影響をどのように捉えているのか伺いま

す。 
 

（４）　平日部活動の大会参加について 
９月以降、平日部活動の生徒は、大会に参加できないと聞きました。

参加できなくなった経緯について、詳細を伺います。 
 

（５）　大会参加の保障について 
９月以降も平日に活動を続ける部活動は、数多くあります。その生徒

たちが大会に参加できるためには、どのような方法があるのか伺いま

す。
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　※　申し合わせ事項に留意する。

 質　問　事　項 
 

№　１－２　

中学校部活動の廃部問題について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

（６）　大会参加の機会平等性について 
平日部活動の生徒の中で、有料の地域クラブ活動に登録した生徒は、

大会に出られるが、登録しない生徒は、大会に出られないということで

す。 
この大会参加の機会の不平等感について、市の見解を伺います。 

 

（７）　部活動の顧問について 
平日の部活動は、17 時までと活動時間が制限され、さらに平日部活

動だけでは、大会に出られない。大会に出るためには、休日まで部活動

指導が必要で、おまけに、その指導時間は、時間外在校等時間に加算さ

れる。そして、その時間外在校等時間は、月平均 30 時間程度とする。 
これでは、部活動を指導したいと思っている教職員も顧問を引き受け

ることはできません。 
その結果、今回のような廃部問題が発生し、平日の授業後に中学生の

居場所がなくなり、今後、様々な問題につながることが心配されます。 
そこで、教職員以外の人材が顧問であれば、部の存続や休日の大会参

加も可能になると考えます。そのためには、外部指導者や地域人材な

ど、教職員以外の人材を顧問にする制度の構築が必要になります。 
教職員以外の人材を顧問にする制度の構築について、市の見解を伺い

ます。


